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モバイル空間統計の実用化に
向けた取り組み
†1 （株）NTTドコモ先進技術研究所　†2 （株）NTTドコモモバイル社会研究所*　†3 （株）NTTドコモ法務部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*現（一社）日本テレワーク協会

携帯電話ネットワークの仕組みを使って日本全国の現在人口を継続的に推計できるモバイル空間統計について述べる．モ

バイル空間統計は人口の地理的分布を示す人口分布，地域ごとの現在人口の時間推移を示す人口推移，性別・年齢・居住

地に基づく人口構成を推計することを通じ，社会や産業の発展に寄与していくことを目的としている．本稿では，モバイ

ル空間統計の概要と，その実用化に向けたプライバシー保護や社会的説明，信頼性・有用性検証への取り組みを紹介する

とともに，国内外の関連動向について触れる．

寺田 雅之 †1　川上 博 †1　岡島 一郎 †1　篠崎 俊哉 †2　坂下昭宏 †3

1．はじめに

携帯電話ネットワークは，24時間365日，日本中のほ

ぼどこでも携帯電話がつながる仕組みを支えている．モ

バイル空間統計は，NTTドコモの携帯電話ネットワー

クから得られる運用データを統計処理することにより，

地域ごとに時々と刻々と変化する人口の推移を知ること

ができる新しい人口統計である．

このような，時間とともに変動する人口の推移を広範

囲の地域で把握することは今まで困難であった．そのた

め，モバイル空間統計は，まちづくり・防災・地域活性

化など，人々の暮らしをより良くするための計画作りを

中心として，社会・産業の発展に寄与していくことが期

待される．その一方で，このような新しい情報基盤が社

会に広く受け入れられるためには，プライバシー保護な

どの安全性や統計としての有用性・信頼性に十分な注意

と配慮が必要となる．

本稿では，モバイル空間統計の概要と，その実用化に

向けたプライバシー保護や社会的説明，信頼性・有用性

検証への取り組みを紹介するとともに，国内外の関連動

向について触れる．

2．モバイル空間統計とは

地域ごとの人の集まり方は時々刻々と変化する．たと

えば住宅地であれば，住民は朝になると通勤や通学，も

しくは買い物などのために出かけていき，夕方や夜に帰

宅する．その反対に，昼には人で賑わうオフィス街は，

夜には静まりかえる．

また，人の集まり方は毎日同じではなく，たとえば曜

日によっても変化する．休日昼間のオフィス街は平日と

比べて人出が少なくなり閑散とし，その代わりにショッ

ピングセンターなどの商業地やテーマパークなどの行楽

地に人は集まるようになる．また，花火やお祭り，コン

サートなどのイベント開催日には，開催地域やその周辺

での人の集まり方は，普段と比べて大きく異なることに

なるだろう．

これらの人の増減は，我々の日常生活の中でも普段か

ら感じられることだろう．しかし，それでは実際のとこ

ろ，それぞれの地域で，どの時間にどのような人がどの

くらい集まっているのだろうか．

このような，人々の移動に伴う変化を反映した人口，

すなわち「それぞれの場所に実際にいた人の数」に基づ

く人口は「現在人口（現在地主義に基づく人口）」とも

呼ばれる．さまざまな地域開発計画，たとえばまちづく

りにおける施設配置計画や，災害時における帰宅困難者

対策などの防災計画においては，その地域にどのような

人々がどのくらい集まるか，すなわち現在人口の変動を

考慮して計画を策定することが望まれる．

しかし，時間とともに変動する現在人口の推移を，

継続的に広範囲で把握することは今まで容易ではなか

った．

日本の人口に関する統計としては，5年ごとに実施さ

れる国勢調査[1]によるもの（夜間人口）が最も網羅的

かつ信用がおけるものであり，一般的にも広く利用され

ている．しかし，国勢調査による夜間人口は，「それぞ

れの人が住んでいる場所」に基づいて作られた「常住人

口（常住地主義に基づく人口）」であり，現在人口とは
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対象とする人口の定義が異なる．すなわち，日々の生活

における人々の移動に伴う人口の変化を反映するもので

はない．

また，交通量調査などのように，調査員が人手でカウ

ントすることにより現在人口を測定することも困難であ

る，たとえば，「ある日・ある時間帯において東京都新

宿区に居た人の数」をこのような手段で測定することは，

必要となる調査員の数などを考えるだけでも現実的とは

いえない．

そこで，ほぼ日本全国に広がる携帯電話ネットワーク

の運用データに着目する．携帯電話ネットワークは，「い

つでもどこでも」携帯電話がつながる仕組みを維持する

ために，それぞれの携帯電話基地局から携帯電話の在圏

状況を得ている．これを在圏データと呼ぶ．この在圏デ

ータと，携帯電話ユーザの属性に関するデータである属

性データの2種類の運用データに基づいて，携帯電話の

普及状況や基地局エリアの地理的な広がりなどを加味し

つつ適切に統計処理することで，時間とともに変動する

地域ごとの現在人口を日本全国で継続的に推計すること

ができる．

このようにして得られた各地域の推計人口に対し，プ

ライバシー保護のための秘匿処理をさらに加えた人口統

計が「モバイル空間統計」となる．

2.1　モバイル空間統計の概要
モバイル空間統計により，時々刻々と変化する，人口

分布，人口推移，人口構成などの人口統計を推計するこ

とができる．現時点において，モバイル空間統計はこれ

らの人口統計を1時間ごとに推計する．具体的な例とし

て，図1にモバイル空間統計による，平日午前4時およ

び同午後2時における日本全国の人口分布を示す．

人口分布とは，ある日・時間帯における人口の地理的

な分布を表す．人口分布を分析することにより，都市近

郊における昼夜での人の集まり方の違いや，平日と休日

との違い，もしくは大型連休やお盆などの特定期間にお

ける人の集まり方などを把握することができる．たとえ

ば，図1から昼間は深夜に比べて東京・大阪などの都市

の中心部に人口が集中している様子が分かる．

人口推移は，ある地域 （市区町村やメッシュなど） に

おける現在人口の変化の時間推移である．人口推移を分

析することにより，ある地域で最も人口が多くなる時間

帯や，観光地における季節ごとの観光客数の変動など，

時間の経過に伴う人口の変動を把握することもできる．

また，人口構成は，ある地域・ある時間帯における，

性別・年齢別の人口や居住地別などの，属性ごとの人口

の構成である．人口構成を分析することで，たとえば若

い女性が集まる傾向があるエリアや，あるオフィス街に

はどの地域に居住している人が多く通勤しているかなど

を把握できる．

2.2　モバイル空間統計の特性
モバイル空間統計は携帯電話ネットワークの運用デー

タに基づいて人口を推計することから，その特性や限界

は携帯電話ネットワークの性質に依存する．

たとえば，モバイル空間統計の推計対象となる地理的

範囲は携帯電話のサービスエリア内となる．本稿執筆時

点でNTTドコモの携帯電話サービスエリアは日本全国

の市区町村役場を100%カバーする[2]ため，モバイル空

図 1　モバイル空間統計による日本全国の人口分布（左：平日午前 4時，右：平日午後 2時）
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間統計もほぼ同等の範囲を推計対象とする．

また，モバイル空間統計が推計対象とする人口属性の

範囲は，それぞれの属性における携帯電話の普及状況に

依存する．具体的には，携帯電話の普及率が低い80歳

以上や，携帯電話サービスの契約を行えない小学生以下

を含む15歳未満の人口は，現状ではモバイル空間統計

の推計対象外である．すなわち，年齢層15 ～ 79歳の人

口が推計対象となる．

これらの人口をどのくらいの大きさのエリアを単位と

して推計できるか，すなわちモバイル空間統計の空間解

像度は，携帯電話基地局の設置間隔に依存する．都市部

などの人が多く集まるエリアでは基地局が密に設置され

ているが，郊外などでは基地局の設置間隔はより広いも

のとなるため，推計値に信頼がおける空間解像度は全国

一律ではない．モバイル空間統計の信頼性と空間解像度

の関係については，5.3.1節でその検証結果を説明する．

2.3　モバイル空間統計の作成手順
モバイル空間統計を作成するために用いられる携帯電

話ネットワークの運用データは，携帯電話ユーザのプラ

イバシーに関する情報を含む．したがって，その扱いに

あたってはプライバシーの保護に十分に留意する必要が

ある．そこで，モバイル空間統計の作成にあたっては，

非識別化処理，集計処理，秘匿処理の3段階の処理を通

じてユーザのプライバシーを慎重に保護している．これ

らの作成手順は，第4章で述べる有識者研究会の検討結

果を受けて作成されたガイドラインにより，その基本事

項が規定されている．

2.3.1　非識別化処理

まず，人口の推計に先立って，運用データから，人口

の推計には不必要である個人を特定する情報を取り除

く．モバイル空間統計は人口分布や人口推移，人口構成

などの人口に関する統計であるため，それぞれの運用デ

ータが誰についてのものであるかを特定する情報は推計

に必要ない．すなわち，時間ごと，エリアごと，そして

性別や年齢層などの属性ごとに推計値を作成するための

情報があれば十分である．

最小アクセス原則（principle of least access）に従えば，

安全性確保の観点から，可能な限りモバイル空間統計の

作成に不必要なデータにはアクセスしないことが望まし

い．そこで，実際に人口の推計を行う集計処理に先立ち，

運用データから電話番号や名前など個人を識別する情報

を削除し，生年月日や住所などは年齢層や行政界コード

などに変換する．

2.3.2　集計処理

次に，非識別化処理された運用データに基づいて，基

地局エリアごとの携帯電話台数をユーザの属性別に推計

し，携帯電話の普及率や基地局のカバーエリアに関する

情報を加味することにより，NTT ドコモの携帯電話ユ

ーザ以外も含めた人口を推計する．より正確には，集計

処理は，在圏数推計，拡大推計，エリア変換の3つのス

テップから構成される．

•在圏数推計：（非識別化された）基地局ごとの運用

データに基づき，在圏データの発生頻度の偏りによ

る影響を補正しつつ，それぞれの基地局エリアに在

圏する携帯電話の台数（在圏数）を推計する．

•拡大推計：基地局エリアごとに推計された在圏数を，

携帯電話の普及率（何人に1台の割合で NTT ドコ

モの携帯電話が利用されているか）に基づき，基地

局エリアごとの人口に拡大する．携帯電話の普及率

は，実際には地域や年齢層，性別などの属性ごとに

差異があり，また携帯電話の電源ONの割合などに

よっても影響を受けるため，これらの影響による偏

りを避けるために，属性ごとに普及率を調整しなが

ら推計を行う．

•エリア変換：基地局エリアごとに推計された人口

を，それぞれの基地局の地理的なカバー範囲に基づ

いて，メッシュごとや市区町村ごとなどの地理区分

ごとの人口に変換する．このエリア変換の結果が集

計処理の出力結果となる．

2.3.3　秘匿処理
最後に，人口がごく少数になるエリアなど，極端な条

件下においてもユーザのプライバシーを保護するため

に，集計処理の出力結果を補正する．この秘匿処理は，

国などが作成する公的統計の公開においても必要に応じ

て実施されている．これは，統計的開示制御（statistical 

disclosure control, SDC）とも呼ばれる[3],[4]．
モバイル空間統計における秘匿処理は，公的統計で実

績がある基準に基づき，国内外の技術開発動向を踏まえ

て実施されている．この秘匿処理により補正されたデー

タがモバイル空間統計となる．

3．実用化に向けての課題

モバイル空間統計は，時間とともに変動する現在人口

を継続的かつ広範囲に推計し，時間や地域による推移や

変化を調べるための手段を提供する．これにより，たと

えば国や自治体によるまちづくりや防災計画，地域活性
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化など，人口の分布や推移，構成に関する実態の把握が

重要となる分野において，企画・立案や施策効果の検証

などにおける合理的な判断を支援するとともに，これら

を通じた社会や産業の発展に寄与していくことが期待さ

れる．

その一方で，このような新しい情報基盤を構築する際

には，その安全性と有用性のそれぞれについて考慮する

ことが必要となる．すなわち，モバイル空間統計の作成

と提供にあたって，当然ながら利用者の安全やプライバ

シーを損なうことがあってはならない．これは，技術面

での安全性のみならず，法的に問題ないか，および社会

に受容されるかなどの側面からも検討する必要がある．

また，「安全な統計」を作成したとしても，それが有用

かつ信頼できるものでなければ，そもそも作成する価値

がない．すなわち，モバイル空間統計が正しく社会・産

業の発展に寄与していくためには，安全性だけでなくそ

の有用性と信頼性についても十分な検討と評価・検証が

必要となる．

しかし，モバイル空間統計の研究開発の開始時点

（2009年）においては，そのいずれについても参考と

なる前例に乏しかった．たとえば，本稿執筆時点では，

いわゆるビッグデータ活用の機運の高まりにより，各

種の研究会などでそのプライバシー保護や個人情報保

護に関する議論などが活発に行われているが，当時は

まだ「ビッグデータ」という言葉も一般的ではない頃

であった．

そこで，モバイル空間統計の実用化に向けた検討に先

立ち，社外有識者による検討会である「モバイル空間統

計による社会・産業の発展に関する研究会（以下，有識

者研究会）」を開催し，その検討を踏まえてモバイル空

間統計の作成および共同研究による有用性検証を実施す

ることとした．

 

4．有識者研究会

モバイル空間統計による社会・産業の発展に関する研

究会（座長：堀部政男　一橋大学名誉教授）は，モバイ

ル空間統計の社会・産業の発展に寄与する利活用の在り

方を検討することを目的として開催された．同研究会は，

「携帯電話のもたらす光と影の両面を広く深く解明する

こと」を目的として設立された組織である，モバイル社

会研究所に設置された．本章では，その論点と結論の要

旨を述べる．

4.1　研究会の論点
本研究会では，モバイル空間統計☆1の有用性，技術

的側面，法的側面，社会的側面の4つを論点の柱として

議論が進められた．

モバイル空間統計が新たな手法で作成される統計情報

であることから，同研究会では，まず，その有用性につ

いての議論・整理がなされた．具体的には，モバイル空

間統計の，従来の統計情報に対する優位性や活用方法に

ついて検討が行われた．

有用性の検討と併せて，統計情報を用いることによる

問題が生じないようにするため，技術的側面，法的側面，

社会的側面からの検討が行われた．技術的側面では，電

気通信サービス利用者のプライバシーや個人情報を守る

ために，どのような処理を行うべきであるかについて検

討が行われた．法的側面では，モバイル空間統計の作成・

提供・活用についてプライバシー保護や個人情報保護の

観点から検討が行われた．また，社会的側面では，モバ

イル空間統計の作成・提供・活用を円滑に進める上で求

められる社会的な配慮について検討が行われた．

4.2　研究会における結論
本研究会は，2009年9月より12月までの計4回にわた

り開催された．その後，堀部座長を始めとする委員の

方々の多大なるご尽力により，数カ月にわたる推敲を重

ねて2010年6月に研究会の報告書[6]が上梓された．以下，

同報告書およびその概要から，前述のそれぞれの側面に

関する結論の要旨を抜粋する．

4.2.1　有用性について

モバイル空間統計の有用性に関しては，統計対象地域

の拡大におけるコストや期間の制約が小さいため，従来

の静的統計と比較してより広範な地域を細かな解像度で

調査対象とすることが可能であること，従来の静的統計

と比較して細かい時間間隔での統計作成が可能であるこ

とから，公共分野，学術研究分野，産業分野などにおけ

る活用が期待できるとされた．

4.2.2　技術的側面について

モバイル空間統計からの個人の特定を防ぐために，非

識別化処理，集計処理，秘匿処理の各処理はそれぞれ技

術的な観点から適切に実施される必要があるとともに，

その処理内容や技術的安全性の基準，管理体制などにつ

いてルールを策定すべきであるとされた．本節を受けて

☆1   なお，本研究会において，それまで名前がついていなかった
「携帯電話ネットワークの運用データに基づいて作成された人
口統計」が「モバイル空間統計」と命名された（廣松委員に
よる命名）[5]．
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作成されたルールである「モバイル空間統計ガイドライ

ン」の内容を5.1節で説明する．

4.2.3　法的側面について

モバイル空間統計の作成・提供・活用に関する法的側

面としては，「プライバシー保護」（プライバシーに関す

る権利の保護）および「個人情報保護」（個人情報保護

法の遵守）の側面に大別される．それぞれの側面につい

て，過去の裁判例における考え方などを踏まえ，技術的

側面における検討結果の遵守を前提としてモバイル空間

統計における問題の有無が検討された．

プライバシー保護の観点からは，誰がいつどこでどの

ように行動したかを個別に把握できなくすることによ

り，モバイル空間統計によって個人のプライバシーが侵

害される可能性は通常ないと考えられるとされた．裁判

例でも，個人を識別できない情報についてプライバシー

侵害の成立を認めた事例はないとする．

個人情報保護の観点からは，まずモバイル空間統計の

「作成」に関して，個人情報を統計化することは個人の

権利利益を侵害するおそれを小さくするためのものであ

り，行政庁のガイドラインなどの規定においても，統計

データへの加工を個人情報保護法による制限の例外とす

る例が見られるとする．また，「提供・活用」に関しては，

特定の個人を識別することができない統計情報は，個人

情報保護法上の「個人情報」に該当せず，個人情報保護

法の適用を受けないと考えられるとされた．

その結果，モバイル空間統計の作成・提供・活用が，

プライバシー保護や個人情報保護の観点から問題となる

ことは通常ないと考えられると結論づけられた．

4.2.4　社会的側面について

モバイル空間統計が社会に根づき，この社会的価値が

最大限活用されるためには，その価値や活用の在り方，

作成方法などについて，社会に丁寧な説明を行うことが

大切であるとされた．

具体的には，今後のモバイル空間統計の作成・提供・

活用を円滑に推進していくためには，次のような配慮を

していくことが求められるとされた．

•モバイル空間統計とはどのようなものであるかにつ

いての説明

•社会的価値の広報活動と，公益性の高い分野への提

供実績の積み上げ

•作成ルールの明文化と公開，および運用管理体制の

説明

•自身にかかわるデータの利用停止を希望する利用者

に対して，法的義務の有無にかかわらず，利用を停

止する手段の設置

•公序良俗に反する利用の禁止，第三者による不適切

な利用を防ぐための公開・再提供条件の明確化

5．研究会を受けての取り組み

有識者研究会での結論を踏まえ，モバイル空間統計の

実用化に向けてそれを具現化するための各種の取り組み

を実施した．その概要を本章で示す．

5.1　自主ルールの作成と公開
有識者研究会での結論の一つである「作成ルールの明

文化と公開，および運用管理体制の明確化」を踏まえ，

モバイル空間統計を作成・提供する際に遵守すべき基本

事項を定めた自主ルールである「モバイル空間統計ガイ

ドライン」[7]を作成し，後述の共同研究の実施に併せ

て公開した．

また，同ガイドラインにおいて，利用停止手段の設置

と公序良俗に反する利用の禁止，および公開・再提供条

件の明確化についてもルールとして定めた．以下に同ガ

イドラインの構成を示す．

1. 本ガイドラインの目的

2. 用語の定義

3. モバイル空間統計の作成・提供に関する基本原則

4. モバイル空間統計の作成手順

5. 非識別化処理

6. 集計処理

7. 秘匿処理

8. モバイル空間統計の提供

9. 従業員および委託先に対する管理措置

10. 運用データ利用停止手続き

第1項から第3項までは，ガイドラインの位置付けや

以降の項で用いられる用語の定義など，総説的な位置付

けの項である．

第4項から第7項において，モバイル空間統計の作成

にあたって遵守すべき技術事項が定められている．たと

えば，第4項の定めにより，モバイル空間統計の作成に

あたっては，非識別化処理，集計処理，秘匿処理のすべ

てを行う必要があるとしており，それぞれの処理で遵守

すべき事項が第5項から第7項で定められている．すな

わち，個人を特定・識別できるような形のデータや，秘

匿処理を行っていないデータなどを「モバイル空間統計」

として作成・提供することは本ガイドラインにより禁じ

られている．
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また，第8項は公序良俗に反する利用の禁止と提供時

の契約条件への明記を，第9項ではガイドラインに基づ

く安全管理について実効性を確保するための従業員およ

び業務委託先への管理・監督を求めている．

第10項は，モバイル空間統計作成への運用データの

利用停止手段を設けることを求めている．利用停止手段

の具体的な内容は5.2.4節で述べる．

5.2　社会への説明と利用停止手段の設置
モバイル空間統計についての説明と社会的価値の広報

活動の求めへの対応として，Webや請求書同封小冊子な

どにより説明と広報を実施するとともに，電話での問合

せ窓口を設置した．また，併せて運用データの利用停止

手段を問合せ窓口に設けた．

5.2.1　Webでの紹介と説明

モバイル空間統計とは何か，どう役に立つのか，どの

ような手順で作成されるかなどについて，前節で述べた

ガイドラインとともに，NTTドコモのWebページであ

るNTTドコモコーポレートサイトに説明を掲載した．

5.2.2　請求書同封小冊子での紹介と説明

モバイル空間統計の作成と共同研究の開始について，

なるべく多くの利用者の方々の目に触れるよう，請求書

送付時に同封される小冊子「ドコモレター」において説

明・紹介した．ただし，同封小冊子の限られたスペース

だけでは詳細を丁寧に説明することが困難なことから，

簡単な説明に加えて上記コーポレートサイトのURLを

案内するとともに，インターネットを使わない方を考慮

して後述の問合せ窓口の連絡先を記載した．

5.2.3　問合せ窓口の設置

コーポレートサイトを見て不明点を感じた方や，ドコ

モレターを見て詳細を知りたくなった方などに向けて，

モバイル空間統計に関する問合せ窓口を設けた．これは，

専用窓口として開設した後，総合問合せ窓口であるドコ

モインフォメーションセンターの協力を得て，同センタ

ー内に設置した．

5.2.4　運用データ利用停止手段の提供

モバイル空間統計の作成および提供に対して不安や気

持ち悪さを持たれた方への配慮として，契約している携

帯電話に関する情報をモバイル空間統計の推計に用いな

いようにする申し出を受け付ける窓口を開設した．この

窓口は上記の問合せ窓口に併せて設置し，問合せをされ

た方が希望に応じてスムーズに利用停止手続きをとれる

よう配慮した．

5.3　有用性の検証
有識者研究会による推奨に基づき，公的分野における

有用性の検証と人口統計としての信頼性の確立に向け

て，学術機関や公共機関との共同研究などを通じ，モバ

イル空間統計の信頼性や，まちづくり，防災計画，地域

活性化などの応用分野における活用可能性に関する検討

と評価を行った[8],[9],[10],[11]．
本稿では，これらのうち（独）統計センターとの共同

研究を通じて行ったモバイル空間統計の信頼性検証と，

工学院大学との共同研究を通じて行った防災分野での有

用性検証の結果について，その一部を紹介する．

5.3.1　信頼性の検証

モバイル空間統計は，携帯電話ネットワークの運用デ

ータから統計的な推定を介して作成されることから，そ

の推計人口には誤差が発生しうる．しかし，その程度は，

「正解」となる地域ごとの現在人口の正確な値を得るこ

とが困難であることから定量的に把握することが容易で

はない．

ただし，深夜の時間帯については，ほとんどの人が居

住地に帰宅していることから，モバイル空間統計による

人口推計値は国勢調査による常住人口とほぼ等しくなる

ことが期待される．そこで，2010年10月1日に実施さ

れたH22国勢調査に基づく人口と，同日深夜帯における

モバイル空間統計の推計人口との比較評価などを通じ，

統計センターと共同でモバイル空間統計の信頼性を検証

した[10]．
これらの検証結果から．モバイル空間統計の信頼性は

携帯電話基地局の設置密度と強い関係があり，対象とな

るエリアが広いほど，また人口密度が高いところほど信

頼性が高いことが確認された．より具体的には，都道府

県・市区町村などの行政界単位や，1次メッシュ，2次

メッシュなどの大きなメッシュ単位では高い信頼性を持

つこと，基準地域メッシュ単位では人口集中地区と定義

される地域[1]において高い信頼性を持つと考えられる

こと，などが結論づけられた[10],[11]．
5.3.2　防災分野での有用性検証

モバイル空間統計を用いて首都直下地震時に発生が

予想される帰宅困難者に関する状況を推計し，防災計

画分野における有用性を検証した．また，その一環と

して，埼玉県の帰宅困難者調査にモバイル空間統計を

活用した．

埼玉県の報告[12]によれば，これまで埼玉県では県内

全域の帰宅困難者数の全数しか把握できていなかった

が，モバイル空間統計を活用することにより，市区町村
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別，性別や年齢層別，さらには居住地別の帰宅困難者数

を推計することができたとしている．また，本調査結果

に基づき，今後，市町村や交通機関などの防災関係機関

とともに，地震発生時のよりきめ細やかな対策を講じて

いくとしている．

6．関連動向

本章では，モバイル空間統計と関連する国内外の議論

動向および事例について触れる．なお，本稿執筆時点に

おいて，日本やEUでは関連法制の大幅な改訂に向けた

取り組みが進められているが，まだ具体的な内容が定ま

っていないことから本稿からは割愛する．

第4章で述べた有識者研究会での議論とほぼ並行して，

総務省「利用者視点を踏まえた ICTサービスに係る諸問

題に関する研究会」が開催された．同研究会では，トピ

ックの1つとして「ライフログ活用サービス」に関する

検討が行われ，2010年5月に第二次提言としてまとめら

れた[13]．同提言では，ライフログ（行動履歴）活用サ

ービスを「利用者の興味・嗜好にマッチした情報を提供

するサービス」と「統計情報を提供するサービス」に区

分し，その法的課題や利用者の不安感等を緩和するため

の「配慮原則」が示されている．同配慮原則は，透明性

の確保や利用者関与の機会の提供などを柱とした6項目

から構成される．

モバイル空間統計は，上記の区分における「統計情報

を提供するサービス」に該当することから，上記配慮原

則に従うものとし，有識者研究会の結論と併せて4.3節

に示した取り組みを実施する際の参考とした．第二次提

言の配慮原則とモバイル空間統計における取り組みの関

係は，電気通信事業者協会（TCA）における「携帯電話

事業者の運用データ等の適正な有効利用に関する検討

会」において検討され，その報告書[14]において具体的

な対応関係が示されている．

また，第二次提言では，それまでは個人情報保護法に

おける匿名化の扱いが明確でなかったことから，電気通

信事業における個人情報保護に関するガイドライン[15]
の改訂を求めている（これを受け，2010年7月に同ガイ

ドラインが改訂された）．

この第二次提言の基本的な考え方は，以後の環境の変

化に応じた表現の修正や項目の追加などを取り入れつ

つ，2012年のスマートフォンプライバシーイニシアテ

ィブ（SPI）[16]，2013年のパーソナルデータの利用・流

通に関する研究会報告書[17]などにも継承されている．

後者の研究会報告書では「実質的個人識別性」の概念を

メルクマール（指標）とし，「国の統計情報など再識別

化を不可能または十分に困難にしたといえるものについ

ては，実質的個人識別性はないといえることから，保護

されるパーソナルデータには当たらず，自由に利活用す

ることとして差し支えないと考えられる」とするととも

に，「透明性の確保」や「本人の関与の機会の確保」を

はじめとする7項目をパーソナルデータ利活用の原則と

して提示している．

日本国外でも携帯電話ネットワークの運用データを統

計活用する試みが進みつつある．たとえばオランダ統計

局は，携帯電話ネットワークの各種履歴情報に基づく，

人々の流動に関する統計の作成についての実験[18]や，

外国人観光客に関する統計作成の試み[19]などを実施し

ている．また，スペインに本社を置く携帯電話会社の

Telefonicaは，傘下の英国O2における履歴情報から人口

情報を作成し，提供するサービスを2012年より英国な

どにおいて開始している[20]． 

これらの試みは，それぞれの国におけるプライバシー

保護法制に基づき行われている．EUではプライバシー

保護に関してEU指令であるデータ保護指令[21]に基づ

き国内法を整備することとしている．同指令では，「デ

ータ主体がもはや識別できないような方法で匿名化され

たデータ」は，同指令による保護の適用対象外とする

（前文26条）とともに，統計目的でのデータ処理は，（歴

史的および科学的目的によるデータ処理とともに）デー

タ取得時における利用目的明示の例外事項とされている

（第6条）．

同指令の具体的な運用は加盟各国の国内法による．た

とえば英国のプライバシー保護機関である ICOによる行

動規範[22]では，個人が識別できないような形で匿名化

されたデータは英国データ保護法の適用対象外であり，

またその作成や提供において同意は不要であるとしてい

る．オランダの国内法[23]も同様に個人が合理的に識別

できないデータは対象外としており，プライバシー保護

機関による監査事例[24]でもその定めに基づき統計デー

タ提供の適法性判断がなされている．

7．おわりに

本稿で説明した取り組みを経て，モバイル空間統計の

安全性や有用性，信頼性が確認できたことから，社内判

断を経て2013年10月にモバイル空間統計を用いた調査

コンサルティングサービス事業が開始された．
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アンケートにご協力ください　https://www.ipsj.or.jp/15dp/enquete/enq_dp0601.html

この事業開始は各種の報道媒体で紹介されたが，その

一部において，モバイル空間統計が統計情報ではなく，

携帯電話の位置情報をそのまま提供するとも取り得る表

現になっていたことから，匿名掲示板やいわゆる「まと

めサイト」などで，NTTドコモが携帯電話の個人情報

を販売か，などという騒ぎになりかけた．しかし，第5

章で紹介したガイドラインやWebサイトを読んだ専門

家の方々などから「これらの説明を読むと，それは誤解

ではないか」という意見が複数発信されたこともあり，

短期間で沈静に向かった．

これは，正しく社会とコミュニケーションすることの

難しさを改めて考えさせるとともに，有識者研究会での

メッセージの1つである透明性の確保は，社会のために

重要というだけではなく，事業者自らの身を守るもので

もあると実感させるものであった．

モバイル空間統計を，今後さらに安全に，有用に，そ

して信頼できるものに発展させられるよう，今後の研究

開発に取り組んでいきたい．
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